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駒ヶ根市公告 第６１号 

 

 

一般競争入札の執行について 

 

 

 駒ヶ根市が発注する建設工事について、下記のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び駒ヶ根市財務規則第１０６条の規定により、次

のとおり公告します。 

 

 令和８年５月１９日 

駒ヶ根市長  伊 藤 祐 三    

 

１ 入札対象工事 

（１）工 事 名  令和７年度（繰越）社会資本整備総合交付金 道路改良事業 

道路改良工事 

（２）工事箇所  駒ヶ根市 本曽倉東 市道本曽倉線 

（３）工事概要  施工延長 Ｌ＝１０５ｍ Ｗ＝５．０ｍ 

舗装工 Ａ＝６６４㎡ 

排水構造物工 Ｌ＝３６ｍ 

角形マンホール Ｎ＝１基 

擁壁工 プレキャスト垂直擁壁 Ｌ＝２３ｍ 

階段工 プラスチック階段 Ｌ＝６ｍ 

          防護柵工 ガードレール Ｌ＝２１ｍ 

下水布設替え工 Ｌ＝１６ｍ  

（４）工  期  契約の日から 令和９年３月１９日まで 

（５）本工事は「駒ヶ根市総合評価落札方式実施要領」に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に

評価して落札者を決定する。 

 

２ 入札者の条件 

入札に参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たしている者であって、駒ヶ根市長が指定す

る日時までに、一般競争入札参加申請書及び指定する添付資料を提出し、駒ヶ根市長による本工事

に係わる入札参加資格の確認を受け、本工事の施工能力があると認められた者とする。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）令和７・８・９年度の駒ヶ根市建設工事競争入札参加資格者名簿に登録されている者で、入札

公告日現在における登録が、駒ヶ根市内に本社（本社に準ずる支店を含む。）を有する登録の者

であること。（本社に準ずる支店とは、長野県の「本社扱いの認定」を受けている者とする。） 

（３）入札公告日現在における等級格付が、「土木一式工事」のＢ級以上の者とする。 

（４）対象業種における、特定建設業の許可を有する者であること。 

（５）入札公告日現在において、対象業種の有効な経営事項審査を受審している者であること。 

（６）入札公告日から入札日までの間に、駒ヶ根市から指名停止の措置を受けていない者であること。 

（入札参加資格の確認を受けた後に指名停止の措置を受けた場合は、入札参加資格は取り消すも
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のとする。） 

（７）本工事の許可業種に係る建設業法第２６条に規定する監理技術者又は主任技術者を専任で配置

できる者であること。 

（８）駒ヶ根市暴力団排除条例（平成 24年条例第 10 号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条

例第６条第１項に規定する暴力団関係者でないこと。 

 

３ 入札参加資格確認申請の手続き 

本工事の入札に参加を希望する者は、下記により一般競争入札（総合評価落札方式）参加申請書

に必要書類（以下「申請書等」という。）を添えて提出し、本工事に係わる入札参加資格の確認を

受けることとする。 

（１）提出書類 

①一般競争入札（総合評価落札方式）参加申請書 

②価格以外の評価点申請書 

③「建設業許可証」の写し 

④「経営規模等評価結果通知書・総合評定通知書」の写し 

⑤施工実績調書 

⑥配置技術者調書 

⑦「市税等の完納証明書」の写し（証明日が３ヶ月以内のもの） 

（２）提出期間  令和８年５月１９日（火）から令和８年６月１日（月）まで 

         （土曜日、日曜日、祝日を除く） 

（３）提出時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（４）提出方法  持参 又は 郵送による。（郵送の場合は提出期日の午後５時１５分必着とする。

午後５時１５分を過ぎた者は、その理由の如何を問わず受け付けない。） 

（５）提 出 先  駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係 

（６）その他 

①入札参加資格の確認通知は、令和８年６月３日付で申請者あてに送付する。 

②申請書等の作成に係わる費用は、申請者の負担とする。 

③提出された申請書等は返却しない。 

④期限までに申請書等を提出しない者及び申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加するこ

とができない。 

⑤申請書の受領証が必要な場合には、申請人が準備することとする。 

 

４ 総合評価に関する事項 

（１）落札者の決定方法 

次の１）及び２）の要件を満たしている者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とする。 

１）入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 

２）予定価格の最低制限の範囲 

①本工事の入札には、低入札価格調査基準価格を設定する。 

②低入札価格調査基準価格を下回った入札が行われた場合には、「駒ヶ根市低入札価格調査制

度事務処理要領」の規定に基づき調査を実施する。調査に当たっては、発注者が定める項目

別失格判断基準額及び失格基準価格のいずれかを下回った者は失格とし、総合評価の対象と

ならないものとする。 
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（２）総合評価の方法 

１）総合評価点は、次により算定する。 

総合評価点 ＝ 価格点 ＋ 価格以外の評価点 

２）価格点と価格以外の評価点の配点は、次のとおりとする。 

①価格点      ８２ 点 

②価格以外の評価点 １８ 点 

３）価格点は、次の算式により算定する。 

価格点＝配点×（最低価格／入札価格）［小数点以下第３位四捨五入２位止め］ 

なお、最低価格とは有効な入札価格のうち最低の入札価格とする。 

４）価格以外の評価点は、下記①、②、③の評価項目について評価を行う。 

①企業の技術力 

②配置技術者の能力 

③社会貢献及び地域貢献 

（３）評価項目の内容 

下記における評価項目についてそれぞれ評価を行い、各々評価点を算出する。 

１）企業の技術力 

①工事成績（最大７点） 

駒ヶ根市工事成績評定要領に基づく工事評定点で「土木一式工事」の過去２ヵ年の単純平

均とする。なお、過去２ヵ年の件数が２件以下の場合は過去４ヵ年とする。（令和７年６月

２日付け通知「令和６年度工事成績評定結果」に記載の「平均評定点」を適用する。） 

工事成績点が８２点以上の場合は、工事成績点及び最高工事成績点を８２点として計算す

る。（評価点の計算において８２点を上限とする。） 

②工事実績（最大２点） 

過去１０年間における国又は地方公共団体発注の同種工事又は類似工事の実績 

※同種工事とは、道路改良工事、道路新設工事又は歩道整備工事とする。類似工事とは、

それ以外の土木一式工事とする 

※国又は地方公共団体発注工事以外は評価対象としない。 

※過去１０年間とは平成２８年４月１日より公告日までの期間とする。 

   ③優良建設工事表彰実績（最大１点） 

     令和５・６・７年度の駒ヶ根市優良建設工事表彰実績とする。 

２）配置技術者の能力 

①監理技術者（主任技術者）の保有資格（最大１点） 

１級土木施工管理技士等（監理技術者の要件を満たす者）の配置 

②監理技術者（主任技術者）の実績（最大２点） 

過去１０年間における国又は地方公共団体発注の同種工事又は類似工事の実績 

※同種工事とは、道路改良工事、道路新設工事又は歩道整備工事とする。類似工事とは、

それ以外の土木一式工事とする 

※公共機関発注工事以外は評価対象としない。 

※過去１０年間とは平成２８年４月１日より公告日までの期間とする。 

 ③主任（監理）技術者に女性又は若手を配置（最大１点） 

   女性又は若手（公告日現在で４０歳未満）の主任（監理）技術者の配置 

３）社会及び地域貢献 
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①駒ヶ根市との災害協定等の締結及び活動実績（最大２点） 

過去５年間における駒ヶ根市との災害時の協力協定等の締結と災害時における活動実績 

・駒ヶ根市と災害時の協力協定等を締結している者（１点） 

・上記の協定等に基づく出動実績がある者（１点） 

※過去５年間とは令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの期間とする。 

②駒ヶ根市内における地域協力及び活動実績（最大２点） 

・過去２年間における、駒ヶ根市との除雪業務委託契約又は駒ヶ根市内の区・自治会等の 

     要請に基づく除雪作業の実績（１点） 

・過去２年間における、駒ヶ根市内での非営利な地域貢献活動等（草刈、清掃等のボラン 

     ティア活動）の実績（１点） 

※過去２年間とは令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの期間とする。 

（４）評価結果及び落札者の決定と公表 

１）価格以外の評価結果の公表及び疑義照会については、「駒ヶ根市総合評価落札方式実施要領」

の第９の規定によるものとし、公表の方法は市ホームページに掲載する。 

２）疑義照会の期間は令和８年６月１１日（木）から令和８年６月１２日（金）までとし、受付

時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

３）落札者の決定結果の公表については、「駒ヶ根市総合評価落札方式実施要領」の第１０、第

１１の規定に基づき、市ホームページに掲載するとともに、入札参加者には文書による通知（落

札者決定通知）を行うものとする。 

４）落札者の決定は令和８年６月１６日（火）とし、同日付で通知するものとする。 

 

５ 設計図書の閲覧等 

（１）閲覧方法  駒ヶ根市ホームページに掲載し公表するほか、駒ヶ根市役所総務部財政課窓口に

て縦覧に供する。 

（２）縦覧期間  令和８年５月１９日（火）から令和８年６月９日（火）まで 

                （土曜日、日曜日、祝日を除く） 

（３）縦覧時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（４）現場説明  説明会は実施しない。 

（５）設計図書等の入手方法 

         駒ヶ根市ホームページよりダウンロードするものとする。 

 

６ 設計図書等に関する質問 

（１）受付期間  令和８年５月１９日（火）から令和８年５月２７日（水）まで 

(土曜日、日曜日、祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

（２）提 出 先  駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係 

（３）提出方法  書面により質問書を提出すること。（質問書の参考書式を駒ヶ根市ホームページ

に掲載していますので、ダウンロードしてください。）持参又は FAX 又はメール

添付とする。 

（４）質問に対する回答   

①回答期間  令和８年５月１９日（火）から令和８年５月２９日（金）まで （随時） 

②回答方法  質問及び回答は、駒ヶ根市ホームページに掲載し公表する。 
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７ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）入札日時  令和８年６月１０日（水）午前９時２０分 

（２）入札場所  駒ヶ根市役所 第２会議室（１Ｆ） 

（３）開  札  同上（入札終了後直ちに行う。） 

 

８ 入札事項 

（１）週休２日指定工事 

  本工事は、施工者希望型週休２日工事である。詳細は｢駒ヶ根市週休２日工事実施要領｣を参照す 

ること。 

  駒ヶ根市ホームページ＞市政情報＞入札・契約＞要綱・要領＞入札・契約に係る制度＞ 

  ＞週休２日工事の本格導入 

（２）入札方法 

①入札開始後に入札会場に到着した者は入札に参加できない。また、郵便等による入札は認めな

い。 

②代理人が入札する場合は、委任状を入札前に提出すること。 

③入札回数は２回を限度とし、２回の入札において予定価格に達しない場合は不落とする。 

④入札書には、契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を記載すること。 

⑤入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額とす

る。 

（３）入札保証金 

入札金額の１００分の５以上の額。ただし、駒ヶ根市長が契約を締結しないこととなるおそれ

がないと認めた者は免除する。免除の有無については、入札参加資格の確認通知書に明記する。 

（４）契約の締結 

落札決定後５日以内に契約を締結するものとする。 

なお、低入札価格調査基準価格を下回る入札で、調査の結果落札者と決定した者には、工事の

品質確保のため、平成２３年５月１７日付「建設工事等に係る入札・契約制度の改正等について」

の５に示した条件を付して契約を締結するものとする。 

（５）契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上の金銭的保証とする。 

（６）前払金及び中間前金払の適用 

有 

（７）部分払の適用 

有 

 

９ 入札の無効 

（１）入札参加資格のない者がした入札 

（２）同一人がした２以上の入札 

（３）入札者が協定をしていた入札 

（４）入札書の金額、その他記載事項が明らかでない入札書 

（５）前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反していた入札 

 



 

- 6 - 

10 工事費内訳書の提出 

第１回目の入札に際し、入札書に記載された入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。

当該工事費内訳書に記載された積算金額の１万円未満の端数を切り捨てした金額を記載した入

札書は可とします。 

 

11 入札の中止 

入札参加者が１者の場合は、入札を中止する。 

 

12 異議の申し立て 

（１）入札を行った者は、入札後において、この公告、契約約款、設計図書、現場等についての不明

を理由として異議を申し立てることはできない。 

（２）入札の執行は、駒ヶ根市の都合により又は入札を公正に執行することができないと認められる

場合、入札の日時を延期し又は取りやめることがある。この場合において、入札参加者は異議を申

し立てることはできない。 

 
- 問い合わせ先 – 
駒ヶ根市 総務部 財政課 契約財産係 
TEL 0265-83-2111（内 254、255） 
FAX 0265-83-4348 
mail：ｋｅｉｙａｋｕ@city.komagane.ｌｇ.jp 


